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1018030
まちづくり会社等の民事信託上の受託
行為に係る規制緩和

まちづくり会社等が信託業法の免許を受けなく
ても、民事信託の手法を活用し、一定の商店街
の区域の複数の建物や土地について、それぞ
れの所有者や地権者から逐次信託を引き受け、
土地の利用権を一元化して、商業施設、集合住
宅、駐車場、広場等の開発や再整備等を行える
ようにすること。

（提案理由）
・まちづくり会社等が民事信託の手法を活用し、特定の限られた地域で住民等から土地
や建物の信託を受けてまちの再生を実施する場合、まちづくり会社等の受託行為が信
託業法上の「営業」に該当するとされ、同法の免許の取得を求められるが、免許取得の
要件を満たすことは、まちづくり会社等にとって経済的に過大な負担となる。
・このため、まちづくり会社等が、民事信託を活用して一定の地域の空き地や空き店舗
等を随時・逐次、信託に追加（追加信託）し、土地等の不動産の利用権の合同運用の範
囲を広げることで、商業施設、建物等の整備を効果的に推進することができない状況に
ある。
・従って、複数の所有権者等からの土地の買い集めや、定期借地借家制度の活用等に
よる利用権の集約化による方法をとらざるを得ないが、そうした方法では、合意形成の
困難性の高さにより事業は容易に実現しない。また、信託のメリット（一定期間後、所有
権が委託者に戻ること、倒産隔離性、受託者の開発行為と配当設定の自由度の広さ、
受益権の担保性、パススルー課税など）を享受することができない。
・まちづくり会社等は、公共性の高いまちづくり事業の推進主体として設立され、中心市
街地活性化事業等の実績があり、信託の引き受けに必要な事業遂行能力を有している
ことから、空き地や空き店舗等が点在する一定の区域において、地域づくりを目的とす
るまちづくり会社等の受託行為については、信託業法上の適用外とすることを法的に明
確化する。
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